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議案第１号 

　　　専決処分について 

　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第６回）については、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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　　　専決処分書 

　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第６回）については、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年１月１９日 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 
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　　　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第６回） 

　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第６回）は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 58,779 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,788,438 千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　 

　歳入歳出予算補正」による。
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１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県支出金 1,986,104 58,779 2,044,883

3 委 託 金 188,798 58,779 247,577

歳 入 合 計 34,729,659 58,779 34,788,438
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 4,831,195 58,779 4,889,974

4 選 挙 費 119,104 58,779 177,883

歳 出 合 計 34,729,659 58,779 34,788,438
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余  白 
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

（歳 入） （単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

16 県支出金

歳 入 合 計

1,986,104

34,729,659

58,779

58,779

2,044,883

34,788,438

令和7年度秩父市一般会計補正予算（第6回）
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１　特別職

給　与　費　明　細　書

給　　　　　　　与　　　　　　　費
期末手当
(年間支給率)

(人) (千円) (千円) (千円) (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

3 27,764 11,341 320
(４.６月分）

18 75,662 33,290
(４.６月分）

2,737 138,034

2,758 213,696 27,764 44,631 320

3 27,764 11,341 320
(４.６月分）

18 75,662 33,290
(４.６月分）

2,459 134,174

2,480 209,836 27,764 44,631 320

278 3,860

278 3,860

区分
職員数 共済費 合計

備考報酬 給料 地域手当
その他の

手当
計

長等 39,425 9,188 48,613

議員 108,952 21,100 130,052

その他の
特別職 138,034 23,163 161,197

計 286,411 53,451 339,862

長等 39,425 9,188 48,613

議員 108,952 21,100 130,052

その他の
特別職 134,174 23,163 157,337

計 282,551 53,451 336,002

長等

議員

その他の
特別職 3,860 3,860

計 3,860 3,860

補
正
後

補
正
前

比
　
較
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２　一般職

(１)総括

( 469 ）

( 469 ）

( ）

給      与      費

(人) (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

481 800,372 2,050,417 1,621,815 4,472,604 1,177,911 5,650,515

481 800,372 2,050,417 1,608,975 4,459,764 1,177,911 5,637,675

12,840 12,840 12,840

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

53,770 46,510 627,718 519,268 155,998 110,990 475

53,770 46,510 627,718 519,268 143,158 110,990 475

12,840

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

29,070 150 33,549 42,590 1,050

29,070 150 33,549 42,590 1,050

区分
職員数 共済費 合計

備考報酬 給料 職員手当 計

補正後

補正前

比較

区分
扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当

時間外勤務
手当

管理職　　　　
手当

特殊勤務
手当

補正後

補正前

比較

区分
通勤手当 宿日直手当 住居手当 児童手当

管理職員特
別勤務手当

補正後

補正前

比較

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳
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ア　会計年度任用職員以外の職員

( 32 ）

( 32 ）

( ）

イ　会計年度任用職員

( 437 ）

( 437 ）

( ）

給      与      費

(人) (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

481 2,050,417 1,337,674 3,388,091 984,292 4,372,383

481 2,050,417 1,324,834 3,375,251 984,292 4,359,543

12,840 12,840 12,840

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 53,770 46,510 472,997 389,848 155,998 110,990 475

補正前 53,770 46,510 472,997 389,848 143,158 110,990 475

比較 12,840

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 29,070 150 33,549 42,590 1,050

補正前 29,070 150 33,549 42,590 1,050

比較

給      与      費

(人) (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

800,372 284,141 1,084,513 193,619 1,278,132

800,372 284,141 1,084,513 193,619 1,278,132

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 154,721 129,420

補正前 154,721 129,420

比較

(千円) (千円) (千円) (千円)

補正後

補正前

比較

区分
職員数 共済費 合計

備考報酬 給料 職員手当 計

補正後

補正前

比較

区分
扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当

時間外勤務
手当

管理職　　　　
手当

特殊勤務
手当

区分
通勤手当 宿日直手当 住居手当 児童手当

管理職員特
別勤務手当

区分
職員数 共済費 合計

備考報酬 給料 職員手当 計

補正後

補正前

比較

区分
扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当

時間外勤務
手当

管理職　　　　
手当

特殊勤務
手当

区分
通勤手当 宿日直手当 住居手当 児童手当

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳
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(２)給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 増減事由別内訳
(千円) (千円)

12,840

区分 説　　　　　　明 備　考

給与改定に
伴う増減分

昇給に伴う
増加分

その他の
増減分

職員
手当

12,840

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分 衆議院議員総選挙に伴う時間外勤務手当の増額

給料
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議案第２号 

　　　財産の取得について（追認） 

　次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

　　１　種　　類　　小型動力ポンプ付き普通積載車 

　　　　数　　量　　３台 

　　　　金　　額　　金３１，９６６，５３０円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市東町７番５号 

　　　　　　　　　　埼玉消防機械株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役　落合正雄 

 

　　２　種　　類　　小型動力ポンプ付き普通積載車及び消防用水槽車 

　　　　数　　量　　各１台 

　　　　金　　額　　金２３，９２７，８２０円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市東町７番５号 

　　　　　　　　　　埼玉消防機械株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役　落合正雄 

 

　　３　種　　類　　小型動力ポンプ付き普通積載車 

　　　　数　　量　　１台 

　　　　種　　類　　照明特化型動力消防ポンプ付き積載車 

　　　　数　　量　　３台 

　　　　金　　額　　金４６，６４２，８７９円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市東町７番５号 

　　　　　　　　　　埼玉消防機械株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役　落合正雄 

 

　　４　種　　類　　ＬＥＤ防犯灯 

　　　　数　　量　　ＬＥＤ防犯灯器具３，７８０基 

　　　　　　　　　　ＬＥＤ防犯灯用ポール１０５基 

　　　　金　　額　　金１７０，３０６，４００円 

　　　　相 手 方　　東京都千代田区神田美土代町９番地１ 

　　　　　　　　　　首都圏リース株式会社  

　　　　　　　　　　取締役社長　岩田一男 
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　　５　種　　類　　空調設備及びＬＥＤ照明器具（ほのぼのマイタウン、秩父市 

文化体育センター、秩父市吉田元気村） 

　　　　数　　量　　空調設備３台　ＬＥＤ照明器具１，１６０基 

　　　　金　　額　　金２４６，７５０，７１０円 

　　　　相 手 方　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番地６号 

　　　　　　　　　　ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 

　　　　　　　　　　支店長　木田治光 

 

　　６　種　　類　　道路照明灯 

　　　　数　　量　　９６７基 

　　　　金　　額　　金１１４，７３８，３６０円 

　　　　相 手 方　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番地６号 

　　　　　　　　　　ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　関東支店 

　　　　　　　　　　支店長　森山　仁 

 

　　７　種　　類　　太陽光発電設備（秩父市役所本庁舎、秩父宮記念市民会館） 

　　　　数　　量　　太陽光パネル３７６枚　パワーコンディショナー５台 

　　　　金　　額　　金７９，９４３，５２７円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市熊木町９番５号秩父ビジネスプラザ 

　　　　　　　　　　秩父新電力株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役　新井公夫 

 

　　８　種　　類　　太陽光発電設備（秩父市立秩父第二中学校） 

　　　　数　　量　　太陽光パネル１５２枚　パワーコンディショナー２台 

　　　　金　　額　　金４７，１６６，８５４円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市熊木町９番５号秩父ビジネスプラザ 

　　　　　　　　　　秩父新電力株式会社  

　　　　　　　　　　代表取締役　新井公夫 

 

　　９　種　　類　　小中学校学習者用端末機器及びＡＣアダプター 

　　　　数　　量　　端末機器４，４８９台　ＡＣアダプター９００個 

　　　　金　　額　　金１７３，７８４，６００円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市下影森１２４８番地 

　　　　　　　　　　キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 

　　　　　　　　　　代表取締役　荒舩庄治 
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　１０　種　　類　　小中学校学習者用端末機器（更新） 

　　　　数　　量　　４，３１２台（児童生徒用）　４００台（指導者用） 

　　　　金　　額　　金１５６，８８０，０２０円 

　　　　相 手 方　　埼玉県秩父市下影森１２４８番地 

　　　　　　　　　　キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 

　　　　　　　　　　代表取締役　荒舩庄治 

 

　１１　種　　類　　食器食缶洗浄機及び電気スチームコンベクションオーブン 

　　　　　　　　　　（秩父第一中学校共同調理場） 

　　　　数　　量　　各１台 

　　　　金　　額　　金２８，０７６，４００円 

　　　　相 手 方　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番地６号 

　　　　　　　　　　ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 

　　　　　　　　　　支店長　森山　仁 

 

　１２　種　　類　　食器食缶洗浄機（荒川共同調理場） 

　　　　数　　量　　１台 

　　　　金　　額　　金２５，８３２，４００円 

　　　　相 手 方　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番地６号 

　　　　　　　　　　ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　関東支店 

　　　　　　　　　　支店長　森山　仁 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　財産を取得したいので、秩父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年秩父市条例第６１号）第３条の規定により提出する。 
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余 白
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議案第３号 

市道路線の認定について 

次のとおり市道路線を認定することについて議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

市道路線に認定し管理したいため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により提出する。

 
路線名

起　　　点 重要な 

経過地  終　　　点

 
原谷４１８号線

秩父市大野原字築瀬　　　２３６４番　４地先

 秩父市大野原字蓼沼　　　２４５１番　１地先

 
原谷４１９号線

秩父市大野原字下中原　　１６１８番　６地先

 秩父市大野原字蓼沼　　　２４９６番　２地先
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議案第４号 

市道路線の変更について 

　次のとおり市道路線を変更することについて議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　市道路線を変更し管理したいため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により提出する。

 
路線名 旧新別

起　　  　　点 重要な 

経過地  終　　  　　点

 

幹線６３号線

旧
秩父市大野原字下原　  ５５０番 １地先

 秩父市大野原字蓼沼　２４９６番 ２地先

 
新

秩父市大野原字下原　　５５０番 １地先

 秩父市大野原字蓼沼　２９３８番 ４地先

 

原谷６３号線

旧
秩父市大野原字築瀬　　 ２３９１番地先

 秩父市大野原字蓼沼　　 ２８８３番地先

 
新

秩父市大野原字築瀬　２３９７番 １地先

 秩父市大野原字蓼沼　２８８３番 １地先
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議案第５号 

市道路線の廃止について 

次のとおり市道路線を廃止することについて議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

市道路線を廃止したいため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３

項の規定により提出する。 

 
路線名

起　　　点 重要な 

経過地  終　　　点

 
原谷６９号線

秩父市大野原字下中原　１６８０番　１地先

 秩父市大野原字蓼沼　　２９３６番　４地先
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議案第６号 

第３次秩父市総合振興計画基本構想の策定について 

第３次秩父市総合振興計画基本構想を別冊のとおり策定したいので、地方自治法

第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年秩父

市条例第１７号）第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　 　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　本市の実施する施策の基本方針を示した基本構想を策定し、総合的かつ計画的な

行政運営を図りたいため。
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議案第７号 

横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町とのちちぶ定住自立圏形成協定書の変

更について 

定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応第３９号総務事務次官

通知）に基づき、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町との間において定住自立圏

形成協定を別冊のとおり変更締結するため、地方自治法第９６条第２項の規定によ

る議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年秩父市条例第１７号）第２号の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　 　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町との間に締結したちちぶ定住自立圏形成協

定について、以下の項目を追加したいため。 

　（１）生活機能の強化に係る政策分野 

不登校児童生徒に対する支援体制の充実
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議案第８号 

　　　秩父市過疎地域持続的発展計画の策定について 

　秩父市過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり策定したいので、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１項の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　　和　　彦 

 

提案理由 

　秩父市過疎地域持続的発展計画の期間が満了したことから新たに計画（令和８年

度から令和１２年度まで）を策定し、過疎地域の持続的発展を図りたいため。
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議案第９号 

秩父市公共施設等総合管理計画の変更について 

秩父市公共施設等総合管理計画を別冊のとおり変更したいので、地方自治法第９

６条第２項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年秩父市条

例第１７号）第３号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

提案理由 

総務省通知「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」の改訂に伴い、秩

父市公共施設等総合管理計画を変更し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推

進したいため。
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議案第１０号 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

　　工 事 名　　原谷小学校校舎等外部大規模改造工事（ゼロ債務） 

　　施工箇所　　秩父市大野原２９９１番地 

　　請負金額　　金３０２，５００，０００円 

　　請負業者　　秩父市中村町四丁目１番３号 

　　　　　　　　株式会社高橋組　秩父本店 

　　　　　　　　代表取締役　髙橋崇剛 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　原谷小学校校舎等外部大規模改造工事（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、

秩父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７

年秩父市条例第６１号）第２条の規定により提出する。
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議案第１１号 

秩父市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

秩父市手数料徴収条例（平成１７年秩父市条例第７０号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第３項中「別表第９７号」を「別表第９５号」に改める。 

別表中第７１号を削り、第７２号を第７１号とし、第７３号を削り、第７４号を

第７２号とし、同表第７５号中「法人所在証明手数料」を「所在地証明手数料」に

改め、同号を同表第７３号とし、同表第７６号から第１０２号までを２号ずつ繰り

上げる。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　地方公共団体情報システムの標準化に伴い、各種証明書の名称等について所要の

改正を行いたいため。 
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議案第１２号 

秩父市行政組織条例の一部を改正する条例 

秩父市行政組織条例（平成１７年秩父市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条総務部の項第９号を削り、同条財務部の項に次の１号を加える。 

　　５　工事等の検査に関すること。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　行政組織の事務分掌の見直しを行うことにより、事務事業の効率的執行を図るた

め。 
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議案第１３号 

秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年秩父市条

例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「４１２，０００円」を「４２４，０００円」に改め、同条第２

号中「３６１，０００円」を「３７３，０００円」に改め、同条第３号中「３４８，

０００円」を「３６０，０００円」に改め、同条第４号中「３４６，０００円」を

「３５８，０００円」に改め、同条第５号中「３４３，０００円」を「３５５，０

００円」に改める。 

附　則 

この条例は、令和８年５月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　秩父市特別職報酬等審議会の答申を受け、市の人口、財政等の状況及び県内他市

の議員報酬の額を勘案し、当該答申を尊重し、議員報酬の額について改定を行いた

いため。 
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議案第１４号 

秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条　秩父市一般職職員の給与に関する条例（平成１７年秩父市条例第５５号）

の一部を次のように改正する。 

　第２条中「初任給調整手当」の次に「（第一種初任給調整手当及び第二種初任

給調整手当をいう。以下同じ。）」を加える。 

第７条の２の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給調整手当）」

を付し、同条中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め、同条の

次に次の１条を加える。 

第７条の３　新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に適

用される給料表の給料月額のうち第３条第３項の規定により当該職員の属する

職務の級並びに第４条第１項、第２項、第５項及び第６項の規定により当該職

員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員その他の規則で定め

る職員にあっては、規則で定める額）並びにこれに第９条の規定による地域手

当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条第１項に規

定する勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額（その額に５０銭未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは

これを１円に切り上げた額）（次項において「特定額」という。）が、その在

勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額（次項に

おいて「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から規則で定める日

までの間、第二種初任給調整手当を支給する。 

２　第二種初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と特定額

との差額を月額に換算した額とする。 

３　第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初

任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

規則で定めるものには、規則の定めるところにより、前２項の規定に準じて、

第二種初任給調整手当を支給する。 

４　前３項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事

項は、規則で定める。 

第１０条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、」を削り、「それぞ

れ次に」を「６万６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に
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応じて規則で」に改め、同号中アからスまでを削り、同条第８項を同条第９項と

し、同条第７項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第８

項とし、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「月」の次に「（当該月に

通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その

翌月）」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５　第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第

７項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常

例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当　支給単位期間につき、５，０００円を超えない

範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　前３項の規定による額 

（秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

第２条　秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年秩父市条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項及び第４項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に

改める。 

（秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条　秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和７年秩

父市条例第３号）を次のように改正する。 

附則第５項の見出し中「令和９年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改

め、同項中「令和９年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「、次の各号

に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合」を「１００分の２」に改め、

同項各号を削る。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（委任） 

２　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部改正） 

41



３　地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和４年秩父市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２条中「第５条の規定による改正後の」を削る。 

附則第１３条中「第６条の規定による改正後の」を削る。 

附則第１４条中「第７条の規定による改正後の」を削る。 

附則第１５条第１項中「第８条の規定による改正後の」及び「（以下「新給与

条例」という。）」を削り、同条第２項、第４項及び第５項中「新給与条例」を

「秩父市一般職職員の給与に関する条例」に改め、同条第６項中「新給与条例」

を「秩父市一般職職員の給与に関する条例第７条の３第１項及び」に改め、同条

第７項及び第８項中「新給与条例」を「秩父市一般職職員の給与に関する条例」

に改める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　埼玉県人事委員会勧告に準じ、一般職職員の給与について改定を行いたいため。
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議案第１５号 

秩父市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

秩父市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年秩父市条例第５８号）の一

部を次のように改正する。 

第２条中第１４号を第１５号とし、第５号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、

第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 危険動物捕獲等業務手当 

第６条の次に次の１条を加える。 

（危険動物捕獲等業務手当） 

第６条の２　危険動物捕獲等業務手当は、市民の安全を確保するため、熊その他の

市民の身体又は生命に危害を及ぼすおそれのある危険動物の捕獲等（鳥獣の保護

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２条第

８項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。）に関する業務であって、著しく危険

なものに職員が直接従事したときに支給する。 

別表中第１４号を第１５号とし、第５号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、

第４号の次に次のように加える。 

　　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　野生動物の捕獲等に関する業務で著しく危険なものに従事する職員に対し支給す

る危険動物捕獲等業務手当を新設したいため。 

 ５　危険動物捕獲

等業務手当

熊その他の市民の身体又は生命に危害

を及ぼすおそれのある危険動物の捕獲等

に関する業務であって、著しく危険なも

のに直接従事した職員

１件 １，０００円
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議案第１６号 

秩父市監査委員に関する条例等の一部を改正する条例 

（秩父市監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条　秩父市監査委員に関する条例（平成１７年秩父市条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改

める。 

（秩父市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条　秩父市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年秩父市条例第２５４号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。 

（秩父市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条　秩父市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年秩父市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。 

（秩父市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第４条　秩父市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年秩父市条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」に、

「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

第２条中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の５第１項第１号」に改

める。 

附　則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第

１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等の一部改正に伴い、当該規定を引用す

る条例について所要の改正を行いたいため。
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議案第１７号 

秩父市営バス条例の一部を改正する条例 

秩父市営バス条例（平成１９年秩父市条例第３５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１川又線の項を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条関係） 

　　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　令和８年３月３１日をもって市営バス川又線を廃止したく、所要の改正を行いた

いため。

 
区分

料金（１人１乗車につき）

 １区域 ２区域

 大人（中学生以上） ２１０円 ３１０円

 小学生 １００円 １５０円

 小学生未満 無料
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議案第１８号 

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

秩父市国民健康保険税条例（平成１７年秩父市条例第６７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「「介護

納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育

て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において

負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「資産割額並びに」及び「及び世帯別平等割額」を削り、同項た

だし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項中「属する」の次に「国

民健康保険の」を加え、同項ただし書中「２４万円」を「２６万円」に改め、同条

に次の１項を加える。 

５　第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（第１条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、その世帯に属する１８歳以上被保険

者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の

４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した

１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の６．２」を「１００分の７．３」に改める。 

第４条を次のように改める。 

第４条　削除 

第５条中「２１，０００円」を「４１，０００円」に改める。 

第５条の２を削る。 

第６条中「１００分の２．３」を「１００分の２．５」に改める。 

第７条中「１１，０００円」を「１５，５００円」に改める。 

第８条中「１００分の２」を「１００分の２．２」に改める。 

第９条中「１０，５００円」を「１５，５００円」に改め、同条の次に次の３条

を加える。 
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（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の２　第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．２９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第９条の３　第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，７８

２円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第９条の４　第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について１２３円とする。 

第２１条第１項中「及びイ」を削り、「６５万円」を「６６万円」に、「ウ」を

「イ」に、「２４万円」を「２６万円」に、「並びに同条第４項本文」を「、同条

第４項本文」に、「エ」を「ウ」に改め、同項第１号ア中「１４，７００円」を

「２８，７００円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「７，７００円」を「１０，

８５０円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中「７，３５０円」を「１０，８

５０円」に改め、同号エを同号ウとし、同項第２号ア中「１０，５００円」を「２

０，５００円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「５，５００円」を「７，７５０

円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中「５，２５０円」を「７，７５０円」

に改め、同号エを同号ウとし、同項第３号ア中「４，２００円」を「８，２００円」

に改め、同号イを削り、同号ウ中「２，２００円」を「３，１００円」に改め、同

号ウを同号イとし、同号エ中「２，１００円」を「３，１００円」に改め、同号エ

を同号ウとし、同条第２項第１号ア中「３，１５０円」を「６，１５０円」に改め、

同号イ中「５，２５０円」を「１０，２５０円」に改め、同号ウ中「８，４００円」

を「１６，４００円」に改め、同号エ中「１０，５００円」を「２０，５００円」

に改め、同項第２号ア中「前項第１号ウ」を「前項第１号イ」に、「１，６５０円」

を「２，３２５円」に改め、同号イ中「前項第２号ウ」を「前項第２号イ」に、

「２，７５０円」を「３，８７５円」に改め、同号ウ中「前項第３号ウ」を「前項

第３号イ」に、「４，４００円」を「６，２００円」に改め、同号エ中「５，５０

０円」を「７，７５０円」に改める。 

附則第５項、第６項及び第８項から第１１項までの規定中「第８条」の次に「、

第９条の２」を加える。 

附則第１２項及び第１３項中「、第８条」の次に「、第９条の２」を加える。 
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附則第１４項及び第１５項中「第８条」の次に「、第９条の２」を加える。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２　この条例による改正後の秩父市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、保険税率の準統一に向けた段階的な税率

改正について所要の改正ほか、子ども・子育て支援納付金課税額を新設したいため。 
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議案第１９号 

秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例 

（秩父市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条　秩父市農業集落排水処理施設条例（平成１７年秩父市条例第２００号）の

一部を次のように改正する。 

第１０条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条に規定する管理者又は同法第３９条

の２第１項に規定する企業長を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは、この限りでない。 

（秩父市下水道条例の一部改正） 

第２条　秩父市下水道条例（平成１７年秩父市条例第２４３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第８条中「（規則で定める軽微な工事を除く。）は」を「は、次に掲げる工事

を除き」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 規則で定める軽微な工事 

(2) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条に規定する管理者又は同法第３９条の

２第１項に規定する企業長を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事 

（秩父市戸別合併処理浄化槽条例の一部改正） 

第３条　秩父市戸別合併処理浄化槽条例（平成１９年秩父市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条に規定する管理者又は同法第３９条

の２第１項に規定する企業長を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは、この限りでない。 

第７条第２項ただし書中「場合」の次に「又は前項ただし書に規定する場合」

を加える。 

（秩父市コミュニティ・プラント条例の一部改正） 

第４条　秩父市コミュニティ・プラント条例（令和５年秩父市条例第２４号）の一

部を次のように改正する。 
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第１０条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条に規定する管理者又は同法第３９条

の２第１項に規定する企業長を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは、この限りでない。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　災害その他非常の場合において、排水設備等の工事を行うことが出来る事業者の

特例を追加したく、関係条例について所要の改正を行いたいため。

50



議案第２０号 

秩父市地場産業センター条例の一部を改正する条例 

秩父市地場産業センター条例（令和４年秩父市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表５階の部中「経営研修室」を「経営研修室　５０１」に、「会議室」を「会

議室　５０２」に改め、同表４階の部中「会議室」を「会議室　４０２」に改め、

同表３階の部中「会議室」を「会議室　３０１」に改め、同部に次のように加える。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（準備行為） 

２　秩父市地場産業センターの利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の

施行の日前においても、この条例による改正後の秩父市地場産業センター条例の

規定の例により行うことができる。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　３階３０５会議室について、新たに使用料を徴収したいため。

 会議室　３０５ 午前 ２，８００円

 午後 ３，７１０円

 夜間 ４，２９０円

 午前・午後 ６，１８０円

 午後・夜間 ７，７４０円

 全日 ９，８９０円

51



議案第２１号 

秩父市学校設置条例の一部を改正する条例 

秩父市学校設置条例（平成１７年秩父市条例第９６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条の表秩父市立荒川西小学校の項を削る。 

附　則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　令和９年３月３１日をもって秩父市立荒川西小学校を廃止し、秩父市立荒川東小

学校へ統合したいため。 
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議案第２２号 

秩父市介護保険条例の一部を改正する条例 

秩父市介護保険条例（平成１７年秩父市条例第１７７号）の一部を次のように改

正する。 

附則に次の見出し、３項、見出し及び２項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

１６　第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦

課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による

市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者

（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されてい

る者とみなされた者を含む。）に限る。以下この項から第１９項までにおいて同

じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の

給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入

金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第

１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の

同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた

額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。」とする。 

１７　第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円
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未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第２条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、

第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。」とあるの

は、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によっ

て計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特

別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。」とする。 

１８　第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２

号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、

同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には 、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算し

た金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法 第２８
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条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所

得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表

の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

１９　第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除

く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日

において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第

３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた

者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア　令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，００

０円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である

場合 

イ　令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０

００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が１０万円以下である場合 

ウ　令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得

税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による
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改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額と

して、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の

給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア　令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，００

０円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める

基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下

である場合 

イ　令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０

００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定め

る基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除

して得た額が１０万円以下である場合 

ウ　令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額

を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた

別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合 

２０　第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当

し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該

第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている

者とみなす。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 
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提案理由 

　令和７年度税制改正に伴い、第１号被保険者に係る介護保険料率の算定方法等に

ついて所要の改正を行いたいため。 
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議案第２３号 

秩父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

秩父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

秩父市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１０条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、

同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１１条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支

援事業所」に改める。 

第１４条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に、「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０

第１項各号」に改める。 

第１７条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並びに」

を「その他の」に改める。 

第１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第２１条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定

員をいう。）」を加える。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条の２　子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を

行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を

行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２８条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　内閣府の定める「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正

に伴い、所要の改正を行いたいため。
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議案第２４号 

秩父市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章　総則（第１条・第２条） 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準（第３条） 

第２節　運営に関する基準（第４条―第３２条） 

第３章　雑則（第３３条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特

定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定す

る特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の

運営に関する基準を定めるものとする。 

（一般原則） 

第２条　特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支

援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者

の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支

援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前

子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学

校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなけれ

ばならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を

行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

59



４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職

員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準 

第３条　特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６

に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通

園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定

員を定めるものとする。 

第２節　運営に関する基準 

（面談） 

第４条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育

環境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により

当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供す

る特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならな

い。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ

ればならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の
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１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用

の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村が

行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条　特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この

条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の

申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認

定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育

等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子ど

もに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 
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（支払） 

第１２条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市町村

が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保

護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同

じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園

支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する

額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで

きる。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費　　　　　　　 

　　用 

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるもの

に係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認

められるもの 

４　特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、
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第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対

し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなけれ

ばならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条　特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育

の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支

援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護

者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければな

らない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６条　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把

握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１７条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への
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連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１８条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為に

よって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第１９条　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

(6) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
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（利用定員の遵守） 

第２１条　特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２２条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳

児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線

放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条　特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況によって、差別的取

扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２４条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２５条　特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第２６条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用
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しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるよう

に、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努め

なければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２７条　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項にお

いて「利用者支援事業者等」という。）教育・保育施設、地域型保育事業者（地

域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事

業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員

に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園

支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２８条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す

る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等

支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」

という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよ

う努めなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員
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からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条　特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備す

ること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支

援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

（会計の区分） 

第３１条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３２条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備
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及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(2) 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(3) 第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

(4) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

第３章　雑則 

（電磁的記録等） 

第３３条　特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保

護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電

子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定
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保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の

閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ

た当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３　前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５　前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６　第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交

付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」

とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行

う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得

る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」

69



と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する第２項の」と、

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供す

る」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とある

のは「第６項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書

面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関す

る基準を定めたいため。 
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議案第２５号 

秩父市地域生活交通条例 

（設置） 

第１条　交通空白地における市民等の交通手段を確保するため、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）第７８条第２号の規定により、秩父市地域生活交通（以

下「地域生活交通」という。）を設置する。 

（運行区域等） 

第２条　地域生活交通の運行区域は別表の左欄に掲げる区域とし、運行日及び運行

時間は規則で定める。 

（利用対象者） 

第３条　地域生活交通を利用できる者（以下「利用対象者」という。）は、別表の

左欄に掲げる運行区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる区域に居住する市民及

び当該市民の介助者とする。 

（利用登録等） 

第４条　利用対象者は、地域生活交通を利用しようとするときは、市長に利用登録

の申請を行い、登録を受けなければならない。 

２　市長は、前項の利用登録を行った者（以下「利用登録者」という。）が、不正

な手段により登録を行ったことが明らかになったときは、利用登録を取り消すこ

とができる。 

３　市長は、利用登録者が利用対象者でなくなったときは、利用登録を取り消すも

のとする。 

４　利用登録者は、地域生活交通を利用しようとするときは、事前に予約をするも

のとする。 

（使用料） 

第５条　地域生活交通の使用料は、１人１乗車につき５００円とする。 

（使用料の減免） 

第６条　市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する

使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第７条　既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長

が認めたときは、この限りでない。 

（乗車の拒否） 

第８条　市長は、地域生活交通利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

71



の乗車を拒み、又は降車させることができる。 

(1) 危険物の持込み、車内での危険行為その他安全な運行の妨げとなるような行

為をするとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、運行上危険があると判断したとき。 

（損害賠償） 

第９条　地域生活交通利用者が自己の責めに帰すべき事由により、地域生活交通又

はその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより速

やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（運行業務等の委託） 

第１０条　市長は、地域生活交通の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる

業務の一部を委託することができる。 

(1) 地域生活交通の運行及び管理 

(2) 地域生活交通の使用料の収納 

（委任） 

第１１条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 

 

提案理由 

　市営バス川又線の廃止に伴い、大滝地域内交通空白地における市民等の交通手段

を確保する地域生活交通の実施に関し、必要な事項を定めたいため。 

 運行区域 居住区域

 大滝地域（秩父市大滝、中津川及び三

峰をいう。以下同じ。）の全域及び大

滝地域から秩父鉄道三峰口駅までの間

大滝地域
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余 白
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議案第２６号 

　　　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第７回） 

　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第７回）は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 300,322千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,488,116千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　 

　歳入歳出予算補正」による。  

　（継続費）  

第２条　継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。 

　（繰越明許費） 

第３条　繰越明許費の追加は、「第３表　繰越明許費補正」による。 

（地方債） 

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦  
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１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

10

11

13

14

15

16

17

18

19

21

22

地方譲与税

地方特例交付金

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

諸 収 入

市 債

324,476

45,000

7,404,975

186,304

413,035

5,697,963

2,044,883

149,597

315,003

2,963,375

442,778

2,131,500

△2,780

2,921

476,481

△735

3,933

△141,582

△52,336

12,977

50,000

△480,000

28,999

△198,200

321,696

47,921

7,881,456

185,569

416,968

5,556,381

1,992,547

162,574

365,003

2,483,375

471,777

1,933,300

3

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

1

1

2

4

5

1

森林環境譲与税

新型コロナウイル

地方交付税

負 担 金

使 用 料

国庫負担金

国庫補助金

県負担金

県補助金

委 託 金

財産運用収入

寄 附 金

繰 入 金

市預金利子

受託事業収入

雑 入

市 債

103,476

0

7,404,975

186,304

312,487

3,885,822

1,799,800

1,281,976

515,330

247,577

135,270

315,003

2,963,375

4,810

78,974

210,394

2,131,500

△2,780

2,921

476,481

△735

3,933

△91,643

△49,939

△30,886

△11,585

△9,865

12,977

50,000

△480,000

9,052

△678

20,625

△198,200

100,696

2,921

7,881,456

185,569

316,420

3,794,179

1,749,861

1,251,090

503,745

237,712

148,247

365,003

2,483,375

13,862

78,296

231,019

1,933,300

ス感染症対策地方

税減収補填特別交

付金

歳 入 合 計 34,788,438 △300,322 34,488,116
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1

2

3

4

6

7

8

9

10

13

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農林水産業費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

諸支出金

206,311

4,889,974

12,792,733

4,141,356

702,307

847,476

2,254,222

1,175,844

3,288,086

1,846,303

△2,632

△41,504

△310,518

△9,912

12,521

44,940

△41,462

19,684

△40,178

71,069

203,679

4,848,470

12,482,215

4,131,444

714,828

892,416

2,212,760

1,195,528

3,247,908

1,917,372

1

1

3

4

5

1

2

3

5

1

2

4

1

2

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

議 会 費

総務管理費

戸籍住民基本台帳

選 挙 費

統計調査費

社会福祉費

児童福祉費

生活保護費

災害救助費

保健衛生費

病院事業費

上水道費

農 業 費

林 業 費

商 工 費

土木管理費

道路橋りょう費

河 川 費

都市計画費

消 防 費

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

保健体育費

206,311

4,082,454

194,295

177,883

45,503

6,093,968

5,379,393

1,296,346

3,334

1,225,454

455,838

1,747,221

355,932

346,375

847,476

203,397

976,605

36,257

877,668

1,175,844

658,479

426,686

777,439

575,820

849,662

△2,632

△24,394

△4,445

△6,200

△6,465

△5,441

△323,107

19,930

△1,900

△2,556

△7,718

362

33,225

△20,704

44,940

17,465

△23,637

△3,800

△31,490

19,684

5,807

△1,160

△34,942

△3,200

△6,683

203,679

4,058,060

189,850

171,683

39,038

6,088,527

5,056,286

1,316,276

1,434

1,222,898

448,120

1,747,583

389,157

325,671

892,416

220,862

952,968

32,457

846,178

1,195,528

664,286

425,526

742,497

572,620

842,979

費

1 基 金 費 1,846,303 71,069 1,917,372
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（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

14 予 備 費 89,283 △2,330 86,953

1 予 備 費 89,283 △2,330 86,953

歳 出 合 計 34,788,438 △300,322 34,488,116
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（変更）

第 ２ 表　　継 続 費 補 正

款 項 事 業 名

4  衛　生　費 2  病院事業費 市立病院建設基本計画策定事業
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年 度 年 度

令和７年度

令和９年度

（単位：千円）

補正前 補正後

総 額 年 割 額 総 額 年 割 額

2,090

3,630

16,500

令和７年度 8,250

9,900 令和８年度 4,180

令和８年度 8,250
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第 ３ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

（追加） （単位：千円）

事　　　業　　　名 金　　　額

大輪市有住宅解体事業 4,000

大滝総合支所舗装事業 14,000

公用車購入事業 3,948

3
戸籍住民基本台
帳費

戸籍附票システム等改修事業 1,518

2 児童福祉費 日野田保育所外構改修事業 15,660

3 生活保護費 生活保護システム改修事業 330

1 保健衛生費 秩父保健センター屋根防水改修事業 9,700

4 上水道費 上水道出資事業 384,400

肥料価格高騰緊急対策事業 11,000

畜産飼料価格高騰緊急対策事業 25,000

ナラ枯れ等被害対策事業 5,663

森林整備事業 3,707

森林整備補助事業 13,753

としまの森づくり事業 3,265

集約林地測量及び資源調査事業 10,325

生産性向上サポート事業 5,000

省エネ設備更新補助事業 10,000

原料米等価格高騰対策事業 15,000

商店街環境施設整備事業 5,000

知知夫ブランド館空調設備更新事業 2,101

地域経済循環創造事業 23,760

地場産業センター階段手摺り取付事業 4,870

道の駅ちちぶ空調機改修事業 3,500

観光ＰＲ用映像制作事業 1,496

1 土木管理費 地籍調査事業 19,965

高篠３号線用地等取得事業 7,400

高篠７号線用地等取得事業 10,100

荒川幹線２号線用地等取得事業 19,000

幹線６１号線新設改良事業 34,600

尾田蒔１５８号線新設改良事業 5,500

尾田蒔１６１号線新設改良事業 19,900

大田５３９号線新設改良事業 5,000

和銅大橋道路照明灯更新事業 18,900

無名２７４号橋更新事業 11,100

上石橋補修事業 22,300

款 項

2 総務費

1 総務管理費

3 民生費

4 衛生費

1 農業費

2 林業費

6 農林水産業費

7 商工費 1 商工費

8 土木費
2 道路橋りょう費
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事　　　業　　　名 金　　　額款 項

和田橋下部工補修事業 23,100

聖橋上部工架替事業 11,200

3 河川費
蒔田川改修工事に伴う橋りょう架換工事負担事
業

15,000

羊山公園わんぱく広場遊具改修事業 23,200

ミューズパークスポーツの森管理施設更新事業 28,300

芝桜対策事業 39,611

芝桜料金徴収事業 2,484

5 住宅費 老朽市営住宅解体撤去事業 11,520

9 消防費 1 消防費 災害対応備品購入事業 21,650

1 教育総務費 中学校卒業祝金交付事業 9,507

4 社会教育費 秩父図書館エレベーターコンデンサー更新事業 776

吉田取方総合運動公園キュービクル内高圧機器
交換事業

2,300

原谷アーチェリー場改修事業 10,238

4 都市計画費

10 教育費

6 保健体育費
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第　４　表　　地 方 債 補 正

（変更）

限度額 起債の方法 利　  率

4 森 林 管 理 道 整 備 事 業 費 25,500

5 地 方 道 路 整 備 事 業 費 393,700

8
  尾田蒔中学校体育館大規模改造事
  業費

95,300

9   大田中学校校舎大規模改造事業費 225,500

補　　　正　　　前
起　債　の　目　的

普通貸借又
は証券発行

　 　　年5.0％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）
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(単位：千円）

償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

25,000

174,700

104,500

237,600

      

補　　　正　　　後

政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権
者と協定するものによる。
ただし、市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償還
若しくは低利に借換えすることができ
る。

　補正前に同じ。
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議案第２７号 

　　　令和７年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第４回） 

　令和７年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）は、次に定める

ところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,502 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,742,180 千円、診療施設勘

定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 27,100 千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 213,202 千円とする。 

２　事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

　（繰越明許費）  

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定によ

り、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」

による。 

（地方債） 

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦  

 

 

84



１ 歳 入（事業勘定）

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3

4

5

県支出金

財産収入

繰 入 金

4,840,744

13

760,089

△4,566

15

△2,951

4,836,178

28

757,138

1

1

1

県補助金

財産運用収入

他会計繰入金

4,840,743

13

760,089

△4,566

15

△2,951

4,836,177

28

757,138

歳 入 合 計 6,749,682 △7,502 6,742,180
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２ 歳 出（事業勘定） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

5

6

7

保険給付費

基金積立金

諸支出金

予 備 費

4,767,000

13

34,710

109,540

△4,500

15

72,379

△75,396

4,762,500

28

107,089

34,144

4

1

1

1

出産育児諸費

基金積立金

償還金及還付加算

予 備 費

13,506

13

8,500

109,540

△4,500

15

72,379

△75,396

9,006

28

80,879

34,144

金

歳 出 合 計 6,749,682 △7,502 6,742,180
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３ 歳 入（診療施設勘定）

第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

7 市 債 93,600 △27,100 66,500

1 市 債 93,600 △27,100 66,500

歳 入 合 計 240,302 △27,100 213,202
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４ 歳 出（診療施設勘定） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

4

医 業 費

予 備 費

26,152

39,774

△6,000

△21,100

20,152

18,674

1

1

医 業 費

予 備 費

26,152

39,774

△6,000

△21,100

20,152

18,674

歳 出 合 計 240,302 △27,100 213,202
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費

（単位：千円）

事　　　業　　　名 金　　　額

1 総務費 1 施設管理費 旧大滝国民健康保険診療所解体事業 71,200

款 項
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第　３　表　　地 方 債 補 正

（変更）

限度額 起債の方法 利　  率

1 旧大滝国民健康保険診療所解体事業費 93,600
普通貸借又
は証券発行

　 　　年5.0％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

補　　　正　　　前
起　債　の　目　的
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(単位：千円）

償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権
者と協定するものによる。
ただし、市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償還
若しくは低利に借換えすることができ
る。

66,500

      

補　　　正　　　後

　補正前に同じ。
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議案第２８号 

　　　令和７年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回） 

　令和７年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は、次に定め

るところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 57,386 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,049,673 千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　 

歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1

2

後期高齢者医療保

繰 入 金

780,087

209,798

64,808

△7,422

844,895

202,376

険料 1

1

後期高齢者医療保

他会計繰入金

780,087

209,798

64,808

△7,422

844,895

202,376

険料

歳 入 合 計 992,287 57,386 1,049,673
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 後期高齢者医療広 989,886 57,386 1,047,272

域連合納付金 1 後期高齢者医療広 989,886 57,386 1,047,272

域連合納付金

歳 出 合 計 992,287 57,386 1,049,673
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議案第２９号 

　　　令和７年度秩父市介護保険特別会計補正予算（第３回） 

　令和７年度秩父市介護保険特別会計補正予算（第３回）は、次に定めるとこ

ろによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 36,646 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,226,836 千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　 

歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦  
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１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

3

4

5

6

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

繰 入 金

1,633,200

1,829,030

1,011,423

591

1,345,850

13,986

12,567

3,468

807

5,818

1,647,186

1,841,597

1,014,891

1,398

1,351,668

1

2

1

1

2

1

1

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

県負担金

県補助金

財産運用収入

一般会計繰入金

1,148,940

484,260

1,829,030

971,942

39,481

591

1,125,850

14,230

△244

12,567

5,075

△1,607

807

5,818

1,163,170

484,016

1,841,597

977,017

37,874

1,398

1,131,668

歳 入 合 計 7,190,190 36,646 7,226,836
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

3

4

6

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

予 備 費

6,525,800

296,586

15,835

10,868

59,400

△12,857

807

△10,704

6,585,200

283,729

16,642

164

1

2

3

5

1

1

1

介護サービス等諸

予防サービス等諸

高額介護サービス

特定入所者介護サ

介護予防・生活支

基金積立金

予 備 費

5,962,000

195,000

142,800

204,100

241,613

15,835

10,868

102,000

△16,000

5,400

△32,000

△12,857

807

△10,704

6,064,000

179,000

148,200

172,100

228,756

16,642

164

費

費

等諸費

ービス等諸費

援サービス事業費

歳 出 合 計 7,190,190 36,646 7,226,836
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議案第３０号 

令和７年度秩父市立病院事業会計補正予算（第４回） 

第１条　令和７年度秩父市立病院事業会計の補正予算（第４回）は、次に定める

ところによる。 

第２条　令和７年度秩父市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条

に定めた業務の予定量（２）年間患者数　外来「７３，０００人」を「６９，

０００人」に改め、同条（３）一日平均患者数　外来「２７５人」を「２５９

人」に改める。 

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　） 

収　　　　　　入 

第１款　病院事業収益 3,106,450 千円 △64,085 千円 3,042,365 千円 

第１項　医 業 収 益 2,770,714 千円 △54,124 千円 2,716,590 千円 

第２項　医業外収益 335,736 千円 △9,961 千円 325,775 千円 

支　　　　　　出 

第１款　病院事業費用 3,483,079 千円 △83,032 千円 3,400,047 千円 

第１項　医 業 費 用 3,434,820 千円 △82,700 千円 3,352,120 千円 

第２項　医業外費用 47,706 千円 △332 千円 47,374 千円 

第４条　予算第４条本文括弧書中「不足する額 ２６，９５１千円」を「不足す

る額 ２６，３９２千円」に、「過年度分損益勘定留保資金　２６，６５１千円」

を「過年度分損益勘定留保資金　２６，０９２千円」に改め、資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　） 

収　　　　　　入 

第１款　資本的収入 137,449 千円 △577 千円 136,872 千円 

第２項　出 資 金 23,849 千円 △577 千円 23,272 千円 

支　　　　　　出 

第１款　資本的支出 164,400 千円 △1,136 千円 163,264 千円 

第２項　企業債償還金 45,017 千円 △1,136 千円 43,881 千円 

第５条　予算第１０条に定めた一般会計から補助を受ける金額を次のとおり補

正する。 

 

98



（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　） 

（１）救急医療等 

負担金・補助金 423,032 千円 △981 千円 422,051 千円 

第６条　予算第１１条中「２９９，６１６千円」を「２３３，６１６千円」に改

める。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦 
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議案第３１号 

令和７年度秩父市下水道事業会計補正予算（第３回） 

第１条　令和７年度秩父市下水道事業会計の補正予算（第３回）は、次に定める

ところによる。 

第２条　令和７年度秩父市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条

に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

（項　　　目） 　　　　　     （補　正　前）       （補　正　後） 

（１）公共下水道事業 

ハ　主要な建設改良事業　 

管路建設事業  37,500 千円 15,000 千円 

管路改築事業  357,773 千円 228,022 千円 

処理場改築事業  59,827 千円 58,000 千円 

（２）農業集落排水事業　 

ハ　主要な建設改良事業 

管路改築事業  1,360 千円 9,060 千円 

　（３）戸別合併処理浄化槽事業　 

ハ　主要な建設改良事業 

浄化槽設置事業  93,254 千円 51,265 千円 

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　） 

収　　　　　　入 

第１款　公共下水道事業収益  1,122,118 千円  △23,269 千円 1,098,849 千円 

第２項　営 業 外 収 益        562,803 千円  △23,269 千円 539,534 千円 

第２款　農業集落排水事業収益    184,445 千円     △747 千円 183,698 千円 

第２項　営 業 外 収 益        157,609 千円     △747 千円 156,862 千円 

第３款　戸別合併処理浄化槽事業収益    172,507 千円   △7,145 千円 165,362 千円 

第１項　営 業 収 益         33,704 千円     △268 千円 33,436 千円 

第２項　営 業 外 収 益        138,802 千円   △6,877 千円 131,925 千円 

支　　　　　　出 

第１款　公共下水道事業費用  1,095,868 千円  △50,887 千円 1,044,981 千円 

第１項　営 業 費 用      1,044,589 千円  △44,201 千円 1,000,388 千円 

第２項　営 業 外 費 用         50,679 千円   △6,686 千円 43,993 千円 
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第２款　農業集落排水事業費用    175,306 千円  △14,620 千円 160,686 千円 

第１項　営 業 費 用        166,704 千円  △14,580 千円 152,124 千円 

第２項　営 業 外 費 用          8,002 千円      △40 千円 7,962 千円 

第３款　戸別合併処理浄化槽事業費用    162,262 千円  △12,798 千円 149,464 千円 

第１項　営 業 費 用      　148,059 千円  △11,945 千円 136,114 千円 

第２項　営 業 外 費 用          9,193 千円     △853 千円 8,340 千円 

第４条　予算第４条本文括弧書中「不足する額 ４１４，７１２千円」を「不足

する額 ３５０，２６３千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額　５，４００千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額　８，７７３千円」に、「過年度分損益勘定留保資金　２５，１６１千円、

当年度分損益勘定留保資金　２７１，４６２千円、減債積立金　８３，４３３

千円」を「過年度分損益勘定留保資金　３１，１８０千円、当年度分損益勘定

留保資金　２６３，９２４千円、減債積立金　１７，１３０千円」に改め、資

本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　） 

収　　　　　　入 

第１款　公共下水道事業資本的収入  526,254 千円   △95,590 千円 430,664 千円 

第１項　企 業 債        397,500 千円   △70,000 千円 327,500 千円 

第４項　国 庫 補 助 金        101,020 千円   △25,590 千円 75,430 千円 

第２款　農業集落排水事業資本的収入   20,438 千円      7,700 千円 28,138 千円 

　第１項　企 業 債         20,000 千円      7,700 千円 27,700 千円 

第３款　戸別合併処理浄化槽事業資本的収入   99,204 千円   △47,986 千円 51,218 千円 

第１項　企　　業　　債         54,000 千円  △27,600 千円 26,400 千円 

第２項　負担金及び分担金 　      8,120 千円    △3,790 千円 4,330 千円 

第３項　国 庫 補 助 金         31,084 千円   △13,996 千円 17,088 千円 

第４項　県 補 助 金          6,000 千円    △2,600 千円 3,400 千円 

支　　　　　　出 

第１款　公共下水道事業資本的支出  856,666 千円  △166,026 千円 690,640 千円 

第１項　建 設 改 良 費        471,162 千円  △154,078 千円 317,084 千円 

第２項　企 業 債 償 還 金        385,404 千円   △11,948 千円 373,456 千円 

第２款　農業集落排水事業資本的支出   67,560 千円      7,690 千円 75,250 千円 

第１項　建 設 改 良 費         10,009 千円      7,700 千円 17,709 千円 

第２項　企 業 債 償 還 金         52,551 千円  　   △10 千円 52,541 千円 
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第３款　戸別合併処理浄化槽事業資本的支出  136,382 千円   △41,989 千円 94,393 千円 

第１項　建 設 改 良 費         93,254 千円   △41,989 千円 51,265 千円 

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額「３４７，５００千円」を「２７７，

５００千円」に、「５４，０００千円」を「２６，４００千円」に改め、起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法に次の項目を追加する。 

 

令和８年２月２５日提出 

秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦

 起債の目的 限  度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

 

農業集落 

排水事業

千円  

 

７，７００

普通貸借  

又は  

証券発行

年５．０％以内  
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

政府資金については、そ
の融資条件により、銀行そ
の他の場合にはその債権者
と協定するものによる。  

ただし、企業財政の都合
により据置期間及び償還期
限を短縮し、又は繰上償還
若しくは低利に借換えする
ことができる。
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議案第３２号 

令和８年度秩父市一般会計予算 

令和８年度秩父市一般会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３３号 

令和８年度秩父市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度秩父市国民健康保険特別会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３４号 

令和８年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算 

令和８年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３５号 

令和８年度秩父市介護保険特別会計予算 

令和８年度秩父市介護保険特別会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３６号 

令和８年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算 

令和８年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３７号 

令和８年度秩父市駐車場事業特別会計予算 

令和８年度秩父市駐車場事業特別会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３８号 

令和８年度秩父市立病院事業会計予算 

令和８年度秩父市立病院事業会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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議案第３９号 

令和８年度秩父市下水道事業会計予算 

令和８年度秩父市下水道事業会計予算は、別冊の定めるところによる。 

 

　　令和８年２月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　秩　父　市　長　　　清　　野　　和　　彦
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